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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２８年３月３０日（平成２８年（行情）諮問第２７８号） 

答申日：平成２８年９月１５日（平成２８年度（行情）答申第３３２号） 

事件名：「潜水艦の友」の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「『潜水艦の友』（２０１５．５．１８－本本Ｂ２４０で特定された後に

作成されたもの。）＊電磁的記録が存在する場合，その履歴情報も含む。」

（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に対し，「潜水艦の友」第９

７号（平成２７年１０月）（以下「本件対象文書」という。）を特定し，そ

の一部を不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２７年１２月２１日付け防官文第

２０１８５号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）

が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消し

を求める。 

 ２ 異議申立ての理由 

異議申立人の主張する異議申立ての理由は，異議申立書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

（１）原処分については，記録された内容を精査し，支障が生じない部分に

ついては開示すべきである。 

（２）国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請求時点において，

『当該行政機関が保有しているもの』」（別件訴訟における準備書面）

である。そこで電磁的記録形式が存在すれば，それについても特定を求

めるものである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，これに該当

する行政文書として本件対象文書を特定した。 

本件開示請求については，法９条１項の規定に基づき，平成２７年１２

月２１日付け防官文第２０１８５号により，本件対象文書の一部が法５条

１号の不開示情報に該当することから，当該部分を不開示とする一部開示



 

- 2 - 

決定（原処分）を行った。本件異議申立ては，原処分に対してされたもの

である。 

２ 文書特定について 

  本件開示請求にある「２０１５．５．１８－本本Ｂ２４０」とは，「潜

水艦の友」の開示を求める平成２７年５月１６日付け別件開示請求の受付

番号であり，当該開示請求に対して「潜水艦の友」の第９６号を特定して

いることから，その後本件開示請求を受理するまでの間に発行された第９

７号を本件開示請求に該当する行政文書として特定した。 

３ 法５条該当性について 

  原処分において，不開示とした部分及び不開示とした理由は，別紙のと

おりである。 

４ 異議申立人の主張について 

（１）異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分につ

いては開示すべきである。」として，原処分の取消しを求めるが，本件

対象文書の法５条該当性について十分に精査した結果，その一部が別紙

のとおり同条１号に該当することから，当該部分を不開示としたもので

あり，その他の部分については開示している。 

（２）異議申立人は，行政文書とは開示請求時点において当該行政機関が保

有しているものであるとして，本件対象文書に電磁的記録が存在すれば，

それについても特定するよう求めるが，本件対象文書の作成元である海

上自衛隊潜水艦教育訓練隊（以下「潜訓隊」という。）では，従来より

電磁的記録で作成した原稿データを紙に印刷し，これを印刷用原稿とし

て部外業者に手交しており，部外業者から引き渡しを受けている成果物

も紙のみである。また，電磁的記録の原稿データは個人情報流出防止の

観点から成果物を受領後に廃棄している。 

よって，同隊では本件対象文書の電磁的記録は保有しておらず，原処

分を行う際及び本件異議申立てを受けた際に行った探索においても，電

磁的記録は確認されなかった。 

（３）以上のことから，異議申立人の主張には理由がなく，原処分を維持す

ることが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２８年３月３０日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年４月１４日     審議 

④ 同年９月１３日     本件対象文書の見分及び審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 
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本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

本件請求文書に該当するものとして「潜水艦の友」第９７号（平成２７年

１０月）（本件対象文書）を特定し，隊員の顔写真（識別が容易でないと

認められるものを除く。）及び隊員の年齢に関する情報が法５条１号に該

当するとして当該部分を除いた部分を開示するとの原処分を行った。 

当審査会において本件対象文書を見分したところ，「潜水艦の友」は，

潜訓隊が編集して発行している機関誌であり，潜水艦関連部隊の勤務者等

からの寄稿等から成り，潜水艦の業務に関することから隊員個人の趣味等

に至るまで幅広い内容の記事が掲載されていることが認められる。また，

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，「潜水艦の友」は，

隊務一般の啓もう及び意見交換等を目的として，国の予算において年２回

作成・発行されており，防衛省・自衛隊内に配布されているとのことであ

る。 

異議申立人は，不開示部分の開示及び本件対象文書の電磁的記録の特定

を求めているので，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，本件対象文

書の特定の妥当性及び不開示情報該当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

諮問庁は，上記第３の４（２）のとおり，本件対象文書については，電

磁的記録で作成した原稿データを紙に印刷したものを印刷用原稿として部

外業者に手交して，部外業者からも紙媒体により成果物を受領しており，

電磁的記録の原稿データは個人情報流出防止の観点から成果物の受領後に

廃棄している旨説明している。 

上記説明に特段不自然・不合理な点はなく，また，諮問庁から本件対象

文書の製本印刷の調達に係る仕様書の提示を受け，当審査会事務局職員を

してその記載内容を確認させたところ，電磁的記録を原稿とする旨の記載

はなかった。 

以上によれば，本件対象文書の前号に当たる「潜水艦の友」（第９６号。

平成２７年３月）についての先行答申（平成２８年度（行情）答申第１８

号）における判断と同様，防衛省において，本件対象文書（紙媒体）の外

に電磁的記録を保有しているとは認められない。 

３ 不開示情報該当性について 

（１）自衛官の写真の顔部分について 

   不開示部分のうち，自衛官の写真の顔部分は，法５条１号本文前段に

規定する個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができ

るものであると認められる。 

   そこで，法５条１号ただし書該当性について検討するに当たり，自衛

官の顔写真を公にする慣行の有無，範囲等について，当審査会事務局職

員をして諮問庁に確認させたところ，防衛省・自衛隊においては，自衛
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官のうち将官（将補以上の階級の者を指す。）の顔写真については，報

道の用に供するため，報道機関等に提供しているなど，これを公にする

慣行があるが，本件不開示部分における自衛官は，かかる慣行のない佐

官以下の階級の者で，ウェブサイト等の他の広報資料等でも公表されて

いない者であるとの説明であった。 

   そして，本件対象文書が部内誌であり，外部に配布等がされていない

ものであることを踏まえれば，本件の顔写真は，法令の規定により又は

慣行として公にされ，又は公にすることが予定されているものとは認め

られないので，法５条１号ただし書イに該当せず，また，同号ただし書

ロ及びハに該当する事情も存しない。 

（２）上記（１）以外の写真の顔部分について 

   不開示部分のうち，上記（１）以外の写真の顔部分は，一般公開見学

者等の者の顔部分であると認められるところ，当該情報は，法５条１号

本文前段に規定する個人に関する情報であって，特定の個人を識別する

ことができるものであり，同号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ

及びハに該当するとも認められない。 

（３）自衛官の年齢に関する情報について 

   不開示部分のうち，自衛官の年齢に関する情報は，法５条１号本文前

段に規定する個人に関する情報であって，特定の個人を識別することが

できるものであり，同号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハ

に該当するとも認められない。 

（４）さらに，上記（１）及び（２）の各情報は，いずれも個人識別部分で

あり，また，上記（３）の情報は，当該自衛官の氏名等が既に開示され

ていることから，いずれについても，法６条２項による部分開示の余地

はなく，不開示とすることが妥当である。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書を特定

し，その一部を法５条１号に該当するとして不開示とした決定については，

防衛省において，本件対象文書の外に開示請求の対象として特定すべき文

書を保有しているとは認められないので，本件対象文書を特定したことは

妥当であり，不開示とされた部分は同号に該当すると認められるので，不

開示としたことは妥当であると判断した。 

（第４部会） 

委員 鈴木健太，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子 



 

- 5 - 

別紙 

 

不開示とした部分 不開示とした理由 

頁 具体的箇所 

１１，１２，１８，２０， 

２２，２４，２６～２９， 

３１，３３，３５，３６，

３８，４０，４２，４５～ 

４７，５０，５２，５４，

５７，５８，６０～６４，

６７，６９～７１，７３，

７５，７７，７９，８１，

８３，８９及び９３ 

写真の顔部分（識

別が容易でないと

認められるものを

除く。） 

個人に関する情報であ

り，特定の個人を識別

することができること

から，法５条１号に該

当するため不開示とし

た。 

２１及び３４ 隊員の年齢に関す

る情報 

 




